
預金３６ 

子育て支援定期積金「ひだまり」 

平成２２年４月１日現在 
１ 商品名 子育て支援定期積金「ひだまり」 

２ 販売対象 契約時に１８歳未満のお子様（孫）と同居する父母、祖父母の方 

※お申込み時に健康保険証等をご提示ください。 

３ 取扱期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

４ 契約期間 ３年・４年・５年 

５ 契約金額 契約額３６万円以上３５０万円以内 

６ 預入方法 

(1) 預入方法 

(2) 預入金額 

(3) 預入単位 

 

・契約期間内で掛金を分割受入。掛金は毎月一定とします。 

・毎月１万円以上（千円単位） 

・１，０００円 

７ 払戻方法 満期日以降に一括して払い戻します。 

８ 利息 

(給付補填金) 

(1) 適用利率 

 

(2) 利払頻度 

(3) 計算方法 

 

 

預入時の定期積金の店頭表示利率＋０.２％を満期日まで適用します。 

※店頭表示利率は店頭の金利表示ボードに表示しています。 

満期日以降に一括して支払います。 

計算単位を１００円として契約期間における掛金残高積数に利率を乗じ

て計算します。 

９ 特典 ご契約いただいた方に、お子様の写真付専用通帳をお作りいたします。 

※作成のため、お手持ちのお写真を 1 枚お預かりします。お写真は後日

返却します。（通帳作成のため 3～4 営業日要します。あらかじめご了承

下さい） 

10 手数料 手数料の定めはありません。 

11 付加できる

特約事項 

普通預金等から自動振替による受入ができます。 

12 中途解約時

の取扱 

満期日前に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算し

た利息とともに払戻します。 

13 その他参考

となる事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べ

ます。または当初契約時の店頭表示の利率（年３６５日の日割計算）

の割合による遅延損害金をいただきます。 

・満期日以降の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 

・給付補填金について、２０％（国税１５％、地方税５％）の税金がか

かります。（なお、マル優は利用できません） 

・預金保険制度の対象預金です。預金保険によって元本１,０００万円と

その利息が保護の対象となります。（当組合に複数の口座がある場合、

それらの預金元本を合計して１,０００万円とその利息が保護の対象

となります。） 


